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お問合せの回答について

黒薮 哲哉 様

令和 2年 11月 6日 付けでご質問いただきました内容につきまして、次のとおり回答させてい
ただきます。

今年中に、基地局を撤去すること。

【回答】

都市公園における携帯基地局の設置につきましては、工作物の新築工事として公園管理者の許

可を得る必要があり、KDDI基 地局については占用の許可を与えるための審査基準を満たして
いることから許可を行つたものであり、撤去の予定はございません。

問題の公有地の賃借料を仮に月間6万円と想定したうえで、市長は、実際の

賃料 360円 との差額を朝霞市に支払うこと。

【回答】
携帯基地局の占用料の額については、朝霞市都市公園条例第 12条第2項に定められておりま
す。

令和 2年 11月 27日
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